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第１章 総  則 
 

 

本章は、地域防災計画の目的、防災業務に関係する各防災関係機

関とその役割、市域の災害に関する環境、計画の前提条件、防災ビ

ジョン（防災対策の基本方針）などを定めたものである。 

第１節 計画の策定方針 

第２節 防災関係機関等の業務大綱 

第３節 市の概況 

第４節 災害危険性 

第５節 防災ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２章 災害予防計画 
 

 

本章は、災害が発生する前（予防期）の対策として、「災害に強

い組織・ひとづくり」「災害に強いまちづくり」と「災害に備えた

防災体制づくり」のための施策を体系化し、本市に必要な災害予防

計画を定めたものである。 

第１節 災害に強い組織・ひとづくり 

第２節 災害に強いまちづくり 

第３節 災害に備えた防災体制づくり 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３章 風水害応急対策計画 
 

本章は、風水害時に市及び防災関係機関が実施する様々な対策に

ついて、実施担当者、手順などの基本事項を定めたものである。 

各対策項目は、被害の発生が予想される場合、及び災害が発生し

た場合を想定して、災害警戒又は発生直後から時間経過（初動活動

期→応急活動期→復旧活動期）に沿って整理している。 

第１節 応急活動体制 

第２節 気象情報等の収集伝達 

第３節 被害情報等の収集伝達 

第４節 災害広報・広聴活動 

第５節 応援要請 

第６節 災害救助法の適用 

第７節 救助・救急・消防活動 

第８節 医療救護活動 

第９節 交通・輸送対策 

第 10節 避難対策 

第 11節 要配慮者（避難行動要支援者）対策 

第 12節 安否情報の提供 

第 13節 生活救援活動 

第 14節 住宅対策 

第 15節 防疫･清掃活動 

第 16節 遺体の処理･埋火葬 

第 17節 文教対策 

第 18節 公共施設等の応急対策 

第 19節 災害警備 

 

時期区分 目安とする期間 

初 動 活 動 期 災害警戒又は発生～2日目まで 

応 急 活 動 期 3日目～7日目まで 

復 旧 活 動 期 8日目以降 



 

 

第４章 震災応急対策計画 
 

本章は、震災時に市及び防災関係機関が実施する様々な対応につ

いて、実施担当者、手順などの基本事項を定めたものである。 

各対策項目は、突発的な地震が発生した場合を想定して、発生直

後から時間経過（初動活動期→応急活動期→復旧活動期）に沿って

整理している。 

第１節 応急活動体制 

第２節 地震情報等の収集伝達 

第３節 被害情報等の収集伝達 

第４節 災害広報・広聴活動 

第５節 応援要請 

第６節 災害救助法の適用 

第７節 救助・救急・消防活動 

第８節 医療救護活動 

第９節 交通・輸送対策 

第 10節 避難対策 

第 11節 要配慮者（避難行動要支援者）対策 

第 12節 安否情報の提供 

第 13節 生活救援活動 

第 14節 住宅対策 

第 15節 防疫･清掃活動 

第 16節 遺体の処理･埋火葬 

第 17節 文教対策 

第 18節 公共施設等の応急対策 

第 19節 災害警備 

 

時期区分 目安とする期間 

初 動 活 動 期 発生～2日目まで 

応 急 活 動 期 3日目～7日目まで 

復 旧 活 動 期 8日目以降 



 

 

第５章 原子力災害対策計画 
 

 

本章は、原子力災害時に市及び防災関係機関が実施する対策につ

いて、実施担当者、手順などを定めたものである。 

第１節 総則 

第２節 災害事前対策 

第３節 災害応急対策 

第４節 災害復旧対策 

第５節 複合災害対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第６章 大規模事故等応急対策計画 
 

 

本章は、大規模事故時に市及び防災関係機関が実施する対策につ

いて、実施担当者、手順などを定めたものである。 

第１節 大規模事故対策 

第２節 危険物等災害対策 

第３節 海上災害対策 

第４節 放射線災害対策 

第５節 林野火災対策 

 

 

 

 

 

 



 

 

第７章 災害復旧復興計画 
 

 

本章は、被災した市民・事業者・農林漁業従事者等の再建支援と、

社会システム回復のための基本的対策項目について定めたもので

ある。 

第１節 災害復旧事業 

第２節 被災者等の生活再建等の支援 

第３節 地域復興の支援 

第４節 災害復興計画 

 

 

 

 

 


